
   （仮称）武蔵野市議会個人情報の保護に関する条例（案）に関     

   するパブリックコメント（意見募集）の結果について  

 

１  件名  

  （仮称）武蔵野市議会個人情報の保護に関する条例（案）に関するパブ

リックコメント（意見募集）の結果について  

 

２  内容  

  （仮称）武蔵野市議会個人情報の保護に関する条例（案）に関し、市民

意 見 を 広 く 募 集 し 、 条 例 制 定 の 参 考 に す る た め 、 パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト

（意見募集）を実施した。  

 

３  募集概要  

 ( 1 ) 募集期間  令和４年 12月 22日（木曜日）から令和５年１月 18日（水

曜日）まで  

 ( 2 ) 提出方法  郵送、ファクシミリ、電子メール又は直接持参のいずれ

か  

 

４  実施結果  

  ２人から計６件の意見提出  

 

５  意見内容と市議会の考え方  

№  意見の内容  本市議会の考え方  

１   第 12条  本 人 に 明 示

せ ず に 仮 名 加 工 情 報 や

匿 名 加 工 情 報 を 個 人 情

報 か ら 作 成 す る の は 可

能でしょうか。  

 市が制定した武蔵野市個人情報の保護に

関する条例（以下「市条例」という。）の

根拠となった個人情報の保護に関する法律

（以下「保護法」という。） では、仮名加

工情報 や匿名加工情報の作成 にあたって、

当該本人に明示 することを規定していませ

ん。  

 なお、市条例 では匿名加工情報に関する

手数料を規定せず、匿名加工情報の募集を

行わないことから、そのこと との整合を考

慮して 、本市議会における取扱いについて

検討します。  



２   第 17条  「 帳 簿 を 作

成 し 、 公 表 し な け れ ば

な ら な い 」 と あ り ま す

が 、 ど こ に 公 表 さ れ る

のでしょうか。  

 個人情報ファイル簿を作成した場合は、

議会事務局の窓口に備え付け るとともに、

市議会ホームページに掲載します。  

３   第 17条 ２ (1)ウ  な ぜ

１ 年 以 内 に 消 去 す る こ

と と な る 個 人 情 報 フ ァ

イ ル に つ い て は 適 用 さ

れ な い の で し ょ う か 。

個 人 情 報 の 取 扱 の 重 要

度 と 期 間 は 関 係 な い よ

うに思います。  

 保存年限が１年 未満である保有個人情報

については、当該保存年限に応じて廃棄と

なるためです。  

 市 条 例 の 根 拠 と な っ た 保 護 法 に お い て

も、１年以内に消去する個人情報ファイル

については 、個人情報ファイル簿を作成し

ないこととされています ので、そのことと

の整合を考慮しています。  

４   第 17条 ２ (1)カ  な ぜ

議 長 が 定 め る 数 に 満 た

な い も の は 適 用 さ れ な

い の で し ょ う か 。 個 人

情 報 の 取 扱 の 重 要 度 と

数 は 関 係 な い よ う に 思

います。  

 第 17条第２項第１号カ の議長が定める数

は、市条例の根拠となった保護法 との整合

を図ることから、同数の 1,000人とし、個人

情報ファイル簿 の取扱いについて も市と同

様としています。  

 御意見のありました、 1,000人未満の個人

情報ファイルについて も市と同様、個人情

報事務ファイル簿として取り扱う ことを検

討します。  

５   第 38条 (1)で 「 違 反 」

の 可 能 性 を 前 提 に し て

い る の に 「 第 ６ 章  罰

則 」 に そ れ が 含 ま れ て

い な い 。 そ の う え 、 不

当 に 利 用 さ れ た 本 人 が

利 用 停 止 請 求 を し な け

れ ば い け な い の は 「 違

反 」 し た 者 勝 ち の よ う

に感じます。  

 第 38条第１項は、故意又は過失を問わず

規定に違反して取得、利用、提供等をした

場合を 対象としていますが、 「第６章  罰

則」については、 市条例の根拠となった保

護法と の整合を考慮し て、職員が 正当な理

由がないのに、故意に個人データを外部に

提供した場合や職権を乱用して個人の秘密

に属する情報を 収集した場合 等を罰則の対

象としています。  

 なお、第 38条第１項は、一定の場合に、

保有個人情報の取扱いに関し本人が関与 す

ることができる権利を保障することを目的

と し て 、 本 人 が 保 有 個 人 情 報 の 利 用 の 停



止、消去又は提供の停止を請求 することが

できることを定めているものです。  

６   市 議 会 と し て 新 た な

個 人 情 報 の 保 護 に 関 す

る 条 例 を つ く る に あ た

っ て は 、 現 時 点 で 備 え

う る 全 て を み た す 内 容

に す る 必 要 は な い と 考

え ま す 。 例 え ば 、 匿 名

加 工 情 報 に つ い て 、 12

月 に 可 決 さ れ た 武 蔵 野

市 の 個 人 情 報 保 護 条 例

で は 規 定 が な い の で 、

市 議 会 の 個 人 情 報 保 護

条 例 に も 規 定 は 必 要 な

いのではと考えます。  

 御指摘のとおり、市条例では匿名加工情

報に関する手数料を規定せず、匿名加工情

報の募集を行わないこと から、そのことと

の整合を考慮し て、本市議会における取扱

いについて検討します。  

 


